
 

 

 

 

 

 

 

 

自転車は通勤、通学などの交通手段としてとても身近にあるにもかかわらず、あまり交通

ルール意識する人は少ないのではないでしょうか。現在は自転車も取締りが強化され、新た

な罰則も取り入れられました。今回は違反となる自転車運転についてご紹介します。 

１．自転車指導警告カード ※取締対象年齢：14 歳以上 

・レッドカード/イエローカードと地域で異なりますが同じものです。 

・警察官などに危険運転が発見された場合に渡されます。 

・特に罰金や罰則はないが、いきなり赤切符となる可能性も高いため注意が必要です。 

２．赤切符 

・2022 年 10 月自転車の交通違反に対する取締を強化する目的で作られたものです。 

・これまで警告で済ませていた違反行為も赤切符を交付されることになりました。 

・赤切符が切られるのは前項目の自転車指導警告カードと同じ違反行為（信号無視、通行区

分違反等）で警察官に悪質と判断された場合に交付されます。 

 赤切符が交付されることで刑事処分となると、前科がつく可能性があります。ただし、検

察官が処罰する必要なしと判断したならば起訴猶予となり、前科はつきません。 

３．危険行為（自転車指導警告カード又は赤切符が交付される行為）※１５項目のうち、 

特に取締が強化された 4 項目のご紹介です。 

①信号無視：信号や警察官の手信号に従わない 

②歩行者用道路での車両の義務違反：歩道を通行するときは特に歩行者に注意して通行 

③通行区分違反：左側通行など道路の決められた所を通行していない 

④指定場所一時不停止等：一時停止違反・標識や標示に従い一旦停止 

 

４．下記の５点を守り自転車を運転しましょう（自転車安全利用五則）。 

①自転車は車道が原則（左側通行） 

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

③夜間はライトを点灯 

④飲酒運転は禁止 

⑤ヘルメット着用（努力義務） 

※運転者が 13 歳未満のこども、70 歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合等、歩道を

通行可能な例外もあります。詳しくは「自転車の正しい乗り方」（警視庁）をご確認くださ

い。 

５．自転車保険に加入しましょう。 

自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じるおそれがありま

す。自治体によっては義務化された地域もあります。 

万が一に備えて自転車保険に加入することも考えてみてはいかがでしょうか。 

（稲城市消費生活センター運営協議会） 
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知らないと危険！自転車違反 



クーリング・オフなど契約に関する相談は・・・ 

稲城市百村 2111番地 

パルシステム生活協同組合連合会稲城事務センター３階 

相談電話 042-378-3738 

月～金曜日（年末年始・祝日除く） 

午前９時 30 分～正午、午後 1 時～3 時 30 分 

 

 

   [消費者講座開催報告！] 

暮らしをラクにする整理収納講座 
９月２３日（土）に整理収納コンサルタントの戸田里江先生をお招きし

て講演を開催しました。整理収納の原理や様々な整理収納の事例を盛り込

みながら、講師に分かりやすく説明していただきました。 

当日は４３名が参加し、戸田先生のお話に引き込まれ、皆さん熱心に耳

を傾けて、メモを取られていました。アンケートには、「“整理”と“収納”

の明確な違い、手順が分かりやすかった」、「実際にビフォーアフターの写

真（スライド）を見ながら説明いただけた事が大変役に立った」、「To  do

リストで今回やらなくてよいことを書くとよいというお話が目からウロコ

だった」という声をいただきました。 

今後も消費生活センター運営協議会では、市民の皆様のためになる講座を

開催いたします。 

 

旅行予約サイト 申し込み前によく確認！ 

国内の旅行予約サイトで 3 週間後に出発の 3 泊 4 日の国内旅行ツアーを大人 3 人分申し込

んだ。前日に「1 人あたり 4 万 5 千円」という広告を見てブックマークしておき、翌日、その

広告サイトから条件を入力し、各項目に入れて申し込みを完了した。その後、落ち着いて旅行

代金を確認すると「1 人 6 万円」に変わっていた。すぐにキャンセルしたが、キャンセル料 1

万 2 千円を請求された。申し込み前に確認画面も表示されていたが、よく確認せずボタンを押

してしまった。すぐにキャンセルしたのだから何とかならないか。（70 歳代） 

【アドバイス】 

・旅行予約サイトを通じて予約する場合は、店舗での予約と異なり、対面 

 で詳しく説明を受けることができません。消費者自身が申し込み完了前に 

 契約条件や予約内容を十分に確認したうえで契約する必要があります。 

・解約や内容変更等に関する条件は、原則契約内容にしばられます。申し込 

み完了直後に入力ミス等に気づいても、無条件で解約・変更ができるわけでは 

ありません。申し込みを完了する前に名前のつづりやメールアドレスを含め、旅行日程等の

予約内容が正確に入力されているかよく確認しましょう。 

・申し込み時の予約内容が確認できる画面や契約後に送付される予約確認メール等は、旅行が

終わるまでスクリーンショットや印刷等をして保管しましょう。 

         （国民生活センター 見守り新鮮情報より） 
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